
 

 岡垣町任期付職員（保育士）を、以下の要領で募集します。 

 

◎試 験 日  申し込み後に別途お知らせします。 

◎試験会場  岡垣町役場 

◎受付期間  随時。ただし採用が決まり次第終了します。 

 ※申込は町公式ホームページから専用フォーム（LoGoフォーム）にアクセスして行ってください。 

 

１．職種及び人数  

１）保育士（任期付常勤職員）2 名程度 ※中部保育所において保育業務に従事します。 

２）保育士（任期付短時間勤務職員）1 名 ※こども未来館において保育業務に従事します。 

 

２．応募資格  

 昭和 38 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、保育士の資格がある人または保育士資

格を取得見込の人 

 ※保育士資格を取得見込の方は、資格取得後の採用となります。 

  ※なお、次のいずれかに該当する人は応募できません。 

①拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの人。 

②岡垣町において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人。 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人。 

     ④上記のほか、地方公務員法第１６条に該当する人 

 

３．申込手続  

 １）手続方法 

 ①受験する職種の申込専用フォーム（LoGoフォーム）にアクセスする。 

   町公式ホームページから専用サイトにアクセスができます。 

  トップページ＞町政情報＞職員採用情報＞任期付職員・会計年度任用職員募集情報にある「任期

付職員（保育士）採用試験」から専用フォームへ遷移してください。 

専用フォームのページには、次の２次元コードからもアクセスできます。 

②ユーザー登録を行う。 

     申込にはLoGoフォームへのユーザー登録をお願いします。 

  

岡垣町任期付職員(保育士)募集案内 

 



③フォームの案内に従い必要項目の入力・顔写真データのアップロー     

ドを行う。 

 顔写真のアップロードにあたり、縦4.5㎝：横3.5㎝程度のサイズの電子データ（ファイル形

式は．jpg/.jpeg/.png のみ）が必要となりますのであらかじめ準備してください。 

 受付期間中は、一時保存状態であればマイページから入力内容の修正が可能です。入力ミスが

ないようによくご確認ください。申請完了後は原則として修正は行えません。 

④送信完了画面に表示される受験番号を確認し必ず控える。 

     申込の受付を完了した際に送信する受付完了メールは試験当日に受験票として確認する場合が

ありますので大切に保管してください。試験当日にこのメール画面またはメールを印刷したもの

で確認させていただくことがあります。 

２）注意事項 

●申込内容に不備がある場合は受験できません。 

●採用が決まり次第、募集を終了します。 

●申込内容に虚偽の内容があることが判明した場合は、合格または採用を取り消します。 

●申込に記載された情報は、採用試験以外の目的で使用することはありません。 

●受付期間終了後に氏名、住所等、記載内容の変更が生じた場合は、速やかに企画政策室人事秘 

書係までご連絡ください。 

 

４．試験内容  

個人面接試験を行います。 

※面接試験日時等については受付終了後に文書で通知します。 

 

５．給 与  

給与は、「岡垣町一般職の任期付職員の採用等に関する条例」によります。 

１）保育士（任期付常勤職員）：令和 8 年 4 月 1 日時点 

○短大卒：219,400 円程度、大学卒：232,000 円程度 

※採用前に経験を有する場合は、前歴加算があります。 

   参考例（短大卒） 

年齢 給料 経験年数 

30 歳 約 257,500 円 短大卒業後、保育士経験 10 年 

※個人の職歴等に応じて変動しますので詳しくはお尋ねください。 

※上記の基本賃金のほか、地域手当、扶養手当、時間外勤務手当、通勤手当、

期末勤勉手当（賞与）、退職手当等を支給します。 

    ※年１回の昇給があります（60 歳に到達する年度まで）。 

２）保育士（任期付短時間勤務職員）：令和 8 年 4 月 1 日時点 

〇保育士 199,280 円程度 

※上記の基本賃金のほか、地域手当、時間外勤務手当、通勤手当、期末勤勉手当



が支給されます。 

 

６．福利厚生 

福岡県市町村職員共済組合の健康保険、共済年金 ※雇用保険加入無 

 

７．勤務時間  

１）保育士（任期付常勤職員） 

勤務日  月曜日から土曜日までの間で町規定による 

勤務時間 午前 7 時から午後 7 時までのうち、基本的に 7 時間 45 分を交替で勤

務（早出又は延長保育の割当は週 3 回程度） 

２）保育士（任期付短時間勤務職員） 

 勤務日  火曜日から日曜日までの間で町規定による 

  勤務時間 午前 8 時 30 分から午後 6 時までの間で週 31 時間を勤務 

 

８．休暇  

１）保育士（任期付常勤職員） 

年次有給休暇 20 日、特別休暇（夏季、子の看護、介護、忌引等）、療養休暇等 

２）保育士（任期付短時間勤務職員） 

年次有給休暇 16 日、特別休暇（夏季、子の看護、介護、忌引等）、療養休暇等 

 

９．採用日及び任用期間 

採用日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

１）保育士（任期付常勤職員） 

※入所児童の状況、勤務成績等により最長で令和 13 年 3 月 31 日又は 65 歳にな

る年度の末日までのいずれか早い方までの更新が可能です。 

２）保育士（任期付短時間勤務職員） 

※入所児童の状況、勤務成績等により最長で 5 年又は 65 歳になる年度の末日ま

でのいずれか早い方までの更新が可能です。 

 

10．申込み・問合せ先  

     〒811-4233  福岡県遠賀郡岡垣町野間１丁目１番１号 

岡垣町役場 企画政策室 人事秘書係 担当：川原、伊藤 

ＴＥＬ 093（282）1211 内線：213 


